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桔梗ケ原病院



桔梗ヶ原病院

所在地：塩尻市宗賀1295番地

Ⅰ．病床数145床
・ 一般病棟45床
・ 回復期リハビリテーション病棟40床
・ 地域包括ケア病棟20床
・ 療養病棟40床

Ⅱ．診療科目
内科、 循環器内科、脳
神経内科、外科、消化器
外科、整形外科、眼科、
リハビリテーション科，耳
鼻咽喉科、婦人科、泌尿
器科

Ⅲ．特殊外来（委託事業）
・ 高次脳機能障害支援拠点病院
・ 認知症疾患医療センター

塩尻市

・成人の認知機能障害を幅広く診ることができる。

・脳血管障害・認知症について、同一の運転支援
チ－ムによる一貫した運転支援を実施。
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診断書の作成

認知機能検査

画像検査

採血検査検査

問診・診察

認知症の疑い

認知症の有無を診断

教習所の認知機能検
査で「認知症のおそ
れあり」と判定

【課題】
➀運転能力の評価の過程がない。

②法律についての説明がない。

運転診断書の作成の流れ（一般的）
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認知症と道路交通法

Ⅰ．認知症は「自動車等の安全な運転に支障をおよぼすおそれがあり、運転

免許の取り消しまたは停止の理由となる病気（一定の病気等）」に該当する。

Ⅱ．医学における認知症 ＝ 道路交通法における認知症ではない。

道路交通法第90条において、認知症とは「介護保険法第5条の2第1項に規

定する認知症である者」と定められている。

道路交通法における認知症は「アルツハイマー病その他の神経変性疾患、

脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機

能及びその他の認知機能が低下した状態」である。

Ⅲ．認知症は相対的欠格事由に該当するため、病名により一律に自動車運転

を禁止するのではなく、認知症により自動車運転に支障が生じているかを基

準として運転継続の可否を個別に判断する必要がある。
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認知症の有無を診断

運転適性の評価

問診

検査

①既往歴，内服薬
②運転免許証
種類，有効期限

③患者の運転習慣
車種，運転頻度，運転目的

④過去の事故歴（3年）
⑤患者の運転能力（同乗者による評価）
⑥運転を中止時の課題
運転可能な同居者，交通支援，生活環境

（１）頭部画像検査（CT，MRI）
（２）神経心理学的検査
MMSE，HDSR，GDS，Vitality Index，TMT-J，
Kohs立方体，WAISーⅣ(処理速度)，FABなど

（Ⅰ）安全運転指導①評価前
標識確認，KYT（HONDA&JAF Mate）

（Ⅱ）ドライビングシミュレーター、実車評価

桔梗ケ原病院における運転支援外来①運転適正の評価
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運転継続

桔梗ケ原病院における運転支援外来➁患者・家族指導

運転適性の評価

患者・家族指導

運転卒業支援

運転卒業 運転中止

Ⅱ

安全運転指導②
運転寿命延伸

Ⅰ

（１）加齢性変化（老い）の再認識
（２）運転習慣の見直し
スピードを落とす、車間距離をあける，

一時停止の徹底

Ⅰ ⅡⅠ Ⅱ 5

①生活支援
買い物，食事

➁移動支援
通院，社会参加

③仕事継続の支援
④納得に基づく運転卒業の支援
自己認識の促進と納得のプロセス
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Ⅰ．高齢運転者の運転支援では、①運転適性評価、

➁運転寿命延伸のための安全運転指導、③運転卒業

支援が重要である。

Ⅱ．認知機能の低下した高齢者の運転適性評価では、

運転可否の基準が曖昧であるため、老年期の特性を

踏まえた運転評価が重要なポイントとなる。

結語
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